
2020 年 8 月５日  

生徒のみなさんへ  

保健部  

人権教育推進委員会  

教育相談委員会  

新型コロナウイルス感染症に関するプライバシー及び人権について

新型コロナウイルスの感染拡大が続いています。この感染症は、他の感

染症と同じように、ウイルスが引き起こした病気であって、発症した人

の責任ではありません。「感染することが悪い」ということではないので

す。どれだけ気を付けていても感染することはあり得るので、感染者を

特定しようとしたり、責めたりすることは人権侵害であり、絶対にして

はならないことです。生徒の皆さんも SNS での拡散や、不用意な詮索、

発言など、誤った言動をとることのないように注意しましょう。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このように新型コロナウイルスは、３つの“感染症〟という顔を持って、私たちの

生活に影響を及ぼします。特に第 3 の感染症を防ぐために、確かな情報をつか

み、差別的な言動に同調しないようにして、負のスパイラルを断ち切りましょう！  

①未知なウイルス  

でわからないこと  

が多いため  不安が  

生まれる 

③差別を受けるのが怖く  

て熱や咳があっても受診  

をためらい、  結果として  

病気の拡散を招く  

第１の“感染症”  

「病気」  

負のスパイラルで“感染症”が拡
がる  

第２の“感染症” 

「不安」  

➁人間の生き延びよう 

と 

からないこと  

とする本能によりウイ 

からないこと  ルス感染にかかわる 

と 

からないこと  

人を遠ざける  

第３の“感染症” 

「差別」 
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